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 新潟市秋葉区文化会館指定管理者申請者評価会議 

プレゼンテーション 議事録 

 

日 時：令和 4 年 10 月 4 日（火曜）午前 9 時 40 分～11 時 10 分 

会 場：秋葉区役所 6 階 601 会議室 

出席者：評価委員 青木均、佐々木美佳子、杉浦幹男、髙橋健朗 

事務局・司会 秋葉区役所地域総務課 

        傍聴者：8 名  

 

 

司 会  新潟市秋葉区文化会館指定管理者申請者評価会議の公開プレゼンテーション

を始めます。 

 では、あきはカルチャープロモーショングループの提案者の方は入室してく

ださい。 

  

あきはカルチャープロモーショングループ プレゼンテーション（省略） 

  

あきはカルチャープロモーショングループ 質疑応答 

 

司 会  続きまして、質疑応答に入りたいと思います。 

 ただいまの説明について、質問がありましたらお願いしたいと思います。 

佐々木委員  プレゼンテーション大変お疲れさまでした。こちらのプレゼンにもありまし

たように、「より多くの市民が安心安全に、誰もが、いつでも」ということだ

ったのですけれども、地域のコミュニティとの連携ですとか、リピーターの増

加として、特色としてすぐに実行できることは何でしょうか。 

提案者  すぐに実行できることとしては、まず自主的文化事業のほうでご説明させて

いただきました、カルチャースクールが、まずすぐに取り組める内容となって

います。カルチャースクールに関しては、もちろん内容は精査する必要はある

のですが、すぐ、こちらの会館のほうに持ってきてカルチャースクールを実施

して、市民の皆様に楽しんでいただくような環境を整えるということが、まず

できることと、あとは我々が抱えているカルチャースクールの先生方もさまざ

まなネットワークを駆使しておりますので、新たに地元にお住まいの方であっ
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たり、地元を拠点に活動されている、活躍されている方も、ぜひ新たなチーム

として取り組んでいくようなことを考えております。 

佐々木委員  ありがとうございます。 

司 会  では、次にいかがでしょうか。髙橋委員、お願いします。 

髙橋委員  評価委員の髙橋です。よろしくお願い申し上げます。ダンスを活用した文

化・芸術人口の拡大というところは非常にいいところに目をつけていらっしゃ

るなというふうな印象を抱いているのですが、まず、国友さんを選ばれた理由

というのと、秋葉区は比較的にダンス、カルチャー、地元のダンススクール

等、結構あるかと思うのですが、そちらに対して国友さんとどういうふうな連

携が取れるのかというところ。あとは、そういったダンススクール、もしくは

ダンス関係者の皆さんに、例えば「今、文化会館でこういうことを考えていま

す」というような話というのは今現在進行しているのか、これからなのか、そ

の辺もお聞かせ願ってもいいでしょうか。 

提案者  まず、国友慎之助さんを起用させていただきました理由としては、新潟県の

ダンス界を牽引している存在だというところが、説明させていただいたとお

り、ありまして、非常に多くのイベントを手掛けていらっしゃいまして、ダン

ス界でのネットワークも非常に長けていらっしゃるというのがまず一つです。

その中で、やはり Chibi Unity という存在が非常に大きくて、国友さんがプロ

デュースして、そこからダンスコンテストの世界大会で優勝して、そのあとの

実績も優勝したり３位に入ったり、世界で注目される存在になってきて、その

Chibi Unity を目指して我々もダンスでもっともっと頑張っていきたいという

子どもたちが非常に増えてきておりまして、直近では、先日、エコスタジアム

でありました野球の 150 周年のイベントがあったのですけれども、そこでもオ

ープニングセレモニーだったり、あとは新潟県民文化祭というものが現在進行

中だと思うのですけれども、そちらでも関与しておりますし、そういった新潟

での大きいイベントのところのオープニングアクトを務めるなど、市民の目を

引くような存在になってきているというところがありますので、この国友さん

と Chibi Unity というところが関与しているというところが、非常に大きくダ

ンスをやられている方にしては注目していただけることと、あとはそういった

ところと一緒に練習だったり、大会、発表会といったものが一緒にできるとい

う環境を整えるということが、やはりダンスをしている子どもたち、もちろん

大人も含めてですけれども、非常にいい環境を提供できるのではないかと考え

ていることが今回、起用させていただきました理由となります。 
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 ２番目のご質問でありました、スクール関係のほうなのですが、こちらはま

だ情報としては国友さんのところで止めている状態で、実際のスクールで活動

している先生方等には、まだ情報としては解禁しておりません。 

 そして、３番目の、ここに関してはまだ取組みとしては、これからです。 

髙橋委員  分かりました。やはり秋葉区文化会館という名前なので、どうしても地元、

地域を巻き込んでやっていかなければいけない中で、国友さんはとても素晴ら

しい方だと私も存じ上げてはいるのですが、その国友さんがやはり秋葉区の地

元のダンスカルチャーをまとめていかなければいけないというところが、やは

りとても重要なポイントになってくるかと思いますので、ぜひこの方針２を実

現するにあたっては、まだその辺が不足していらっしゃるのかなという印象を

受けます。やはり秋葉区も当然、ダンス、当然カルチャーが根づけば素晴らし

いことになるのは分かってはいるのですが、国友さんをポンと置いて、じゃあ

それで地元が一つにまとまるかというところは、また難しいところもあるし、

当然、素晴らしい方ですから、いいイベントはできるのだとは思うのですけれ

ども、ぜひ地元を巻き込んだ形で方針を進めていってほしいなと思いますの

で、その辺は、まだこの段階ではということであれば、今後に期待をさせてい

ただきたいと思います。 

提案者  ありがとうございます。その中で、三本の矢で入れさせていただきました、

あきはフィロというボランティア団体を発展させた形のものを組織として作っ

ていく予定になるのですけれども、そういったところに、そういった地域の方

の実際の文化・芸術活動を営んでいる方というか活動をされている方も実際に

巻き込んでいきたいと考えておりますので、ダンススクールの方々には、そう

いったものの登録制のものになるのですけれども、ぜひご参加いただくような

お声かけをさせていただいて、そうすると、そこで定期的な情報交換が生まれ

ますので、そこからいろいろな情報発信を横につなげていくということを考え

ております。 

髙橋委員  分かりました。 

司 会  よろしいでしょうか。では、次にいかがでしょうか。杉浦委員、お願いしま

す。 

杉浦委員  杉浦と申します。プレゼンテーションありがとうございました。私のほうか

ら、地域の人材育成についてお伺いしたいのですけれども、地域の文化施設で

すので、人材を育成していって自ら文化事業を企画して実施できる人材を育成

するということは大事だと思っていまして、これまで秋葉区の区民会館ではア
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ートプロデュース講座というものをやっていたのですが、それが無くて、この

あきはフィロの中で人材育成をしますということになっているのですが、今の

プレゼンテーションを聞いた限りでは、いろいろな公演があってそこに参加し

ていってＯＪＴ的に経験していただきますよというのは分かるのですが、そこ

から先の専門性みたいなものを身に付けていくということについて、具体的に

どんな取組みを考えられているのかということと、そこで育成された地域の人

材というものを指定管理の期間内で、どういうふうに連携していくという形で

考えられているのかということをお伺いできますか。 

提案者  まず、あきはフィロのところで、人材育成のところに力を入れていきたいと

考えております。あきはフィロの実際に一緒に活動していただくところで、ボ

ランティアというと通常、当日来て前日の準備とか当日の準備の運営をお手伝

いするというところがあって終わってしまうと思うのですけれども、あきはフ

ィロとしては、最初の企画会議のところから実際に、この事業を行いますよと

いう企画会議から入っていただいて、それを実際どう運営していくのかという

ところの打ち合わせ、その準備から入っていただいて、本番をとおして、その

あと実際にそのイベントが終わったあとに実際の利用者がどうだったのか、そ

ういったものの報告会というものもすべて一連して通して一緒に活動していく

というところを考えています。 

 もちろん参加は自由という形にするのですが、もちろん強制にはできないの

ですけれども、意欲がある方には本当に毎回参加していただいて、いろいろな

ご意見をいただきながら打ち合わせをして相談して進めていきたいと考えてい

ます。 

 文化事業のほうとしては、継続事業を除いて年９回を予定しておりますの

で、単純に一回ずつ企画会議、打ち合わせ、準備、本番、報告会でいくと５回

の参加になります。それを年９回行いますので年間で、すでにそこの時点で

45 回の活動が設けられます。そしてまた自主事業のほうで、そういったカル

チャースクールとか、先ほどの新津松阪流し等といったものの自主事業の企画

にもご参加いただくような案内をしてまいりますので、年間を通すと 60、

70、多ければ 100 に近いような、そこまで来られるかどうかというのももちろ

ん出てきてしまうのですけれども、そういった一緒にあきはフィロに入ってい

ただいた方とは単にこれだけやってくださいというところではなく、全体を通

して入っていただいて、ゆくゆくはあきはフィロの中でリーダーを作って、リ

ーダー発信で自主事業というものを我々のバックアップのもと、やっていただ
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くような環境を整えたいと考えておりますので、あきはフィロからリーダーを

作る、そのリーダーが自主文化事業を行う、そういった実績をどんどんサイク

ルとして行っていって、ゆくゆくはリーダーがさらにステップアップして、文

化・芸術の職に就きたいとか、運営活動をしていきたいとか、そういったとこ

ろまで未来を見据えて考えて行ってまいりたいと思っています。 

杉浦委員  ありがとうございます。 

司 会  では、ほかにございますか。 

青木委員  委員の青木といいます。指定管理者というのはご承知のとおり、やはり新潟

市民の税金が入っているということで、法律に違法してはならないということ

が、まず第一前提だと思うのです。そういう観点から人事、労務の関係で、ち

ょっと教えていただきたいなということがあります。 

 出していただいた資料の 30 ページなのですが、４番目の雇用労働条件とい

うものがあります。これを見ると、例えば、少し読ませていただきますと、

「雇用形態や交渉にかかわらず、すべての従業員に対して毎年のように更新さ

れる新潟県最低賃金を保証します。そのほか労働時間、時間外、休日、社会保

険等に関してもすべて適正に処理し、年１回の社会保険労務士による監査を行

うことを約束します」というふうに書いてあるのですね。まだほかにもあるの

です。例えば、産休・育休の完全取得は 100 パーセントとかノー残業デーと

か、これは理想ですか、それとも現実にやったことなのですか。 

提案者  今現在もやっていることでございます。 

青木委員  やっていると。 

提案者  やっております。当然、最低賃金は年々、この 10 月も上がりましたけれど

も、そういった対応は会社グループ全体としてもしっかり対応しております

し、当然、社会保険とか労務時間、時間外労働というところに関しても、きち

んと契約をさせていただいて、今の現段階でも対応させていただいておりま

す。 

青木委員  なるほど。この資料を見ると常勤のスタッフが６名となっているのです。６

名のうち、私も事業のことはよく分かりませんが、こういう歌とか踊りとかさ

まざま出てくるのですけれども、文化会館の中で、おそらく夜やることがほと

んどだと思うのです。夜間。そうすると、時間外労働の問題だとか、そういう

ものはきちんと管理されているのでしょうか。 

提案者  当団体で代表企業を含めまして、当然その辺は総務部がしっかり対応のほう

をさせていただいております。 
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青木委員  ６名のうち、６名で回すということですか、それとも何か事業があったとき

には応援のスタッフさんが来るということですか。 

提案者  通常の業務としては６名体制で回していくのですけれども、そういったコン

サート等、事業があった場合は、当然、別スタッフでの応援サポートというも

のが必要になりますので、そういったところの対応をしてまいりいます。 

青木委員  なるほど。最後にもう１点だけお聞きしたいのですが、男性の育休取得率と

今、年次休暇の取得率の割合を教えていただいていいですか。 

提案者  当団体のほうでは、当然、促しのほうはさせていただいてはいるのですけれ

ども、なかなか業務の都合で取らないよという人も結構おりまして、一応、そ

ういった促しのほうはしているのですけれども。 

青木委員  取らないよというのは、年次休暇の話ですか。それとも。 

提案者  年次休暇は当然、会社としてはきちんと取るような形にしていますけれど

も。 

青木委員  男性の育児休暇の話ですね。 

提案者  そうです。すみません。育児休暇に関しては、当然、我々の会社として、そ

ういった話はするのですけれども、なかなか今の現状の業務で取れなかった

り、そういった形にはなってはいるかなというところです。ただ、当然、会社

としては。 

青木委員  有給のほうは何割くらいですか。 

提案者  有給のほうは、すみません、そこまで会社のあれが分からないので、よろし

ければ、これが終わってから。 

青木委員  ５日付与義務というものはご承知かと思うのですが、それは当然。 

提案者  当然、企業としてマストで取らせていただいています。あとは個々で当然、

自分のいろいろなスケジュールを見ながらしっかり取れるような環境は会社と

して整備しております。 

青木委員  ありがとうございました。 

司 会  ちょうどお時間になりましたので、質問の時間を終了したいと思います。発

表、どうもありがとうございました。 

提案者  どうもありがとうございました。 

  

（休 憩） 
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司 会  それでは、公開プレゼンテーションを再開いたします。 

 秋葉区文化会館共同事業体の提案者の方は入室してください。 

  

秋葉区文化会館共同事業体 プレゼンテーション（省略） 

  

秋葉区文化会館共同事業体 質疑応答 

 

司 会  続きまして、質疑応答に入りたいと思います。ただいまの説明について、質

問がありましたらお願いしたいと思います。佐々木委員、お願いします。 

佐々木委員  佐々木です。プレゼンテーションお疲れさまでした。地域のコミュニティと

の連携ですとか、リピーターの増加として事業計画書のほうには年間 1,500 人

ずつアップというふうに書いてあるのですけれども、すぐに実行できる何か具

体的なものはありますか。 

 また、パートナーショップというものが、どのようにリピーターの増加につ

ながっているのかということも教えてください。 

提案者  利用の話ということなのですけれども、二つに大きく分けられますけれど

も、一つは、いわゆる私どもの自主事業のイベントに対しての利用者数の増加

ということと、もう一つは貸館という形での利用というところになってくるか

と思います。実際にコロナ禍を機に一旦その両方ともの利用者は減ってしまっ

たのですけれども、ここ今年においても順調に推移をしておりまして、お客様

が徐々に戻りつつあると感じています。ただし、コロナ禍が始まる前までの回

復というのはまだまだ、もう少しかかるのかなというところではあるのです

が、今現段階でアップしているというのはあくまでもコロナ禍、コロナの状況

が落ち着いてきたというところで、まず現状に戻りつつあるというところの数

の増加ということもあります。 

 ただ、もう一つ、イベントを含めた、また貸館の利用も含めた部分なのです

けれども、どれだけ広報活動を行っていくかというところがやはりポイントに

なってくるかと思います。この広報に関しても、今ほどプレゼンテーションで

お話しさせていただいたのですが、これまでのとおり、チラシ、ポスターの配

布、それからホームページの更新というものは当たり前なのですけれども、

今、ＳＮＳ等のデジタルというものが非常に皆さん若い方も高齢者の方もスマ

ートフォンをもうお持ちの時代ということになっておりますので、会館に足を

運ばなくても検索をすれば出てくるとか、そういうような時代になっておりま
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す。まず、こういったＳＮＳを含めた広報をどれだけ拡充させるかというとこ

ろが一つポイントになってくるかと思います。 

 そして、もう一つはメディアをどれだけ上手に使えるかというところになっ

てくるかと思います。これまでもラジオ、ＦＭにいつさんだとか各種イベント

の情報というのは流してはおりましたけれども、それをいかにメディアをどれ

だけ取り込んだ広報ができるかというところも非常にポイントになってくるの

かなと考えています。 

 また、パートナーショップに関してなのですけれども、パートナーショップ

を増やしたからといって利用が増えるわけではありません。ポイントとなるの

は、やはり地元の商店街の皆様と、どれだけ深いお付き合いというかコミュニ

ケーションが取れるかというところになってくるかと思います。これは双方、

お互い文化会館、それから商店街というところで、両方ともメリットを出さな

ければいけないのですけれども、互いが互いの広報をすること、その広報で人

が人を呼ぶということになります。いわゆる口コミというところにもつながる

のですが、お互いのメリットと広報が重なることで、関係性がよりよくなるこ

とで深まると。その一つとして、パートナーショップが広がるということが今

言った口コミ、最終的に言えば口コミとして互いの評判が広がるというところ

を考えての人数アップというふうに捉えています。 

佐々木委員  ありがとうございました。 

司 会  続きまして、いかがでしょうか。髙橋委員、お願いします。 

髙橋委員  評価委員の髙橋と申します。よろしくお願い申し上げます。 

 まず、今ほどのご質問と重複することもあるかと思うのですけれども、会館

の支持者という形でそれをリピーターというふうな形で捉えていらっしゃるか

とは思うのですが、リピーターとサポーターというのは、また少し別な話でし

て、リピーターというのは、私としては会館再利用者みたいなことでイメージ

しているのですが、会館再利用者として仮にリピーターという言葉を捉えた際

に、リピーターを増やすことがまず第一目的なのか、それとも新たな新規顧客

と申しますか、ニューカマーのお客さんを増やすことを目的としているのか、

現時点でどちらをより重点的に念頭に置いていらっしゃるのかというところを

１点お聞きしたいところと、あとは秋葉区文化会館として何か目玉と言えるよ

うな中心事業を今後、創設するような予定はありますでしょうか。 

提案者  まず、１点目の質問に関してなのですけれども、リピーターというところに

おきまして、もちろんリピーターさんも非常に大事なのですけれども、やはり
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利用者の統計を見たときに、高齢者の方々が多いということになってきます。

この言葉は語弊が出るかもしれないのですけれども、高齢者の方が一体どれく

らいの長い間、リピーターになっていただけるかと考えたときに、やはり年齢

を重ねることで、どうしても会館に足を運ぶことができなくなるということに

なってくると、やはり先細りになってくると。ですので、私どもリピーター様

も大事なのですけれども、やはりこれまで会館に来られたことがない、なかな

か来られない層というところの掘り起こし、ここが非常に重要かと考えていま

す。そうしますと、やはり事業内容も少しコンテンツを考えなければいけない

と考えています。ですので、高齢者向きの事業ももちろん行うのですけれど

も、やはりエンターテイメント性の少し娯楽性に富んだミドルの世代、特に家

族連れといったところが非常に弱い部分でもありますので、そういった方々を

今度いかに拡充させるかというところがポイントになってくるかと思います。 

 また、二つ目の質問の新しいものということなのですが、今現時点で私ども

が何か新しいものを作ろうという考えは今の現状ではございません。やはりこ

の５年間積み上げてきた事業を継続していく、またこれをより高いレベルに持

っていくという、ここが非常に難しいと考えています。この中で、ただいろい

ろ私ども今回、市民ミュージカルもしますし、また継続事業として赤い鳥やフ

ォリエの活動の継続を行っていきますけれども、こういったところの活動を重

ねる中で、新しいものが、その中で生まれるようであれば、そこには着手して

いこうかと思いますけれども、新しく今、真っ新な状態から何かを作るという

よりは、やはり今現状のものをより高めていくという方向に私たちは注力した

いと考えています。 

髙橋委員  分かりました。 

司 会  ありがとうございました。続きまして、お願いします。 

杉浦委員  杉浦と申します。よろしくお願いします。私のほうからアートプロデュース

講座についてお伺いしたいのですが、これは継続・発展という形でお考えにな

られていますけれども、今このプロデュース講座をやるにあたって課題と思わ

れていることと、今後、どういうふうにしていきたいかということを、もう少

し具体的に教えていただきたいのと、先ほど髙橋委員のご質問にも絡むのです

けれども、あとは人材育成にも絡むのですが、例えば外部資金を獲得していく

ということについて、新しい取組みをするときに外部資金を獲得していく必要

がきっと出てくると思うので、それについてお考えがありましたら教えてくだ

さい。 
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提案者  アートプロデュース講座に関してですが、まず表方、レセプショニストさん

の育成と、あとは裏方さん、照明や音響、舞台の技術者になる方の育成という

ことです。表方さんに関しては、すでに活動していらっしゃる方が現実にいら

っしゃるということで、これはコロナ禍で活動が停滞していた部分も若干ある

のですけれども、定期的な講習会をして、その講習会にご参加いただいた方の

中から、「レセプショニストのボランティアチームに入りませんか」というお

誘いをして、着実に数字は増えているということと、なっていただいた方は継

続的に活動していただいてスキルも上がっていると。 

 技術編に関しては、技術講習会をここ２年やれていないのですけれども、年

１回やらせていただきました。実際に、これは他館の実績なのですけれども、

他館ではその講習を受けた方が表方さんと同じように組織に入っていただい

て、実際に活動していただいていると。こういうノウハウと実績がありますの

で、秋葉区文化会館においても、そういった組織化をして、今回、目玉でうち

がご用意している市民ミュージカルがありますけれども、特にこういったもの

を表も裏もオール市民、皆さんでやれるような組織づくり、これは手間はかか

るのですけれども、やることに非常に意義はあると思いますので、その手間を

惜しまずにやらせていただければと思います。 

 もう１点、外部資金の件でございますけれども、前回のミュージカルは芸術

文化振興基金さんから助成金をいただきました。その際は新潟県内採択２件の

中の１件でございました。そういった実績もございます。芸術文化振興基金さ

んのほかにも、今年度で財団さんは解体になりますけれども、新潟県の財団さ

んが音頭を取って実行委員会を作って文化庁の助成金の申請などもさせていた

だいています。こういった外部資金をいただけるような形で魅力ある事業をや

っていく。そして外部資金をもとに、より質の高い事業かつ高額にならないよ

うな形、お客様に負担にならないような形でなるべくいいものを提供させてい

ただきたいということ。 

 あとは今、お話をさせていただきました、地域の商店街さんですとか、商店

主さんとの連携というものを私ども非常に重視しています。そういった方々に

も手も口もお金もご協力いただけるような形で今後も連携して事業を進めてい

きたいと思います。 

杉浦委員  ありがとうございます。 

司 会  では、間もなくお時間となります。これで最後の質問とさせていただきま

す。 
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青木委員  委員の青木です。よろしくお願いします。私、事業というよりも皆さんが事

業をやるときに、体制ですね、要するに常勤が何人いるのか、あとはそれを支

えるパートさんや臨時の方の人数、あとは資料の 33 ページにいろいろ「繁忙

期、閑散期に柔軟に対応できる変形労働時間制を採用している」と書いてある

のです。それは何か月変形なのかということがもう１点。 

 それと、あとはハラスメントの防止云々と書いてあるのだけれども、具体的

にハラスメントの防止について、どういう対応をとっているのか、その３点に

ついて、時間の関係もありますから、全部の話はいいです、ポイントだけで結

構です。 

提案者  分かりました。まず、人員体制に関しまして、正規、パートを含めて 14 名

の体制で考えています。 

青木委員  正規は何名ですか。 

提案者  正規が８名、パートが６名。ここにはありませんけれども、アドバイザーが

外部で４名入るという形になっています。 

 それから、変形労働の件なのですけれども、私ども短期間労働変形なので

す。１か月の中での、１か月単位の変形労働となっています。 

 それから、ハラスメントに関してなのですけれども、こちらに関しては、基

本的に研修で対応しています。 

青木委員  それは対象はどなたですか。 

提案者  全職員になっています。 

青木委員  全職員ですか。講師はどういう方がやるのですか。 

提案者  講師は、外部から呼ぶこともあるのですが、今、Ｗｅｂセミナーというもの

もありまして、ネット上には専門の講師が出るのですけれども、なかなか現場

がシフトで全員参加というものができないものですから、時間のある方が見ら

れるときに見るという体制をとっております。 

 また、そういったハラスメントの実際の窓口等に関しては、私が指定管理の

場合は窓口になっておりますので、私が職員とのヒアリングだとか、そういっ

たものを行って、個別の対応というものを行っています。 

青木委員  もう一、二分あるのでちょっと。内部からのハラスメントを受けましたとい

うことを上司、もしくは内部の会社の人に現実的に相談しづらいですよね。 

提案者  そういうものもあります。 

青木委員  そういうものは、どうされるのですか。 

提案者  そういったものに関しては、私ども産業医というものを用意しておりますの
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で。 

青木委員  産業医。産業医はお医者さんではないのですか。 

提案者  お医者さんなのですけれども、一応、相談の窓口としての機能も持たせてお

りますので、そういったところも通じてご紹介することも可能という体制をと

っております。 

青木委員  ありがとうございました。 

司 会  よろしいでしょうか。 

 以上で質疑応答を終了いたします。ありがとうございました。では、ご退席

をお願いします。 

  以上で新潟市秋葉区文化会館指定管理者申請者評価会議の公開プレゼンテー

ションを終了いたします。本日は、お疲れさまでした。 

 

 


